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○菊川市防災ベッド整備事業費補助金交付要綱 

平成28年10月５日告示第198号 

改正 

平成30年３月30日告示第90号 

菊川市防災ベッド整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、地震発生時における住宅の倒壊から市民の生命の安全を守るため、防災

ベッド又は防災フレームを設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付す

るものとし、その交付に関しては、菊川市補助金等交付規則（平成17年菊川市規則第29

号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「防災ベッド整備事業」とは、１階で就寝中に住宅が倒壊し

た場合において、当該就寝者の生命の安全を守る機能を有することができるものとして

静岡県が開発した防災ベッド又は防災フレーム（以下「防災ベッド等」という。）を自

己の居住する住宅に設置する事業をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

(１) 市内に住所を有している者であること。 

(２) 次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅（国又は地方公共団体の所有に係るも

のを除き、以下「対象住宅」という。）の所有者又は居住者（当該住宅の使用に係る

賃貸借又は使用貸借の契約の当事者である者に限る。）であること。 

ア 市内に存するものであること。 

イ 昭和56年５月31日以前に建築され、又は工事に着手した市内に存する木造の住宅

（一戸建て住宅（貸家（公営住宅を除く。）を含む。）に限る。）であって、現に

居住の用に供している地階を除く階数が２以下のもの（事務所、店舗その他これら

に類する用途を兼ねるものにあっては、居住の用に供する部分の床面積の割合が当

該住宅の延べ床面積の２分の１以上のものに限る。）であること。 

ウ 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であり、かつ、耐震診断の後に耐震補強工事

を行っていないものであること。 

エ 居住者の所有でない住宅又は共有である住宅にあっては、防災ベッド等の設置に

ついて、所有者又は他の共有者の同意を得ているものであること。 

(３) 防災ベッド等の設置について、この要綱その他の市の制度に基づく補助金の交付

を受けていない者であること。 

(４) 市税等を滞納していない者（同一世帯に属する者を含む。）であること。 

（補助の対象及び補助率（額）） 

第４条 補助の対象及び補助率（額）は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 補助の対象 防災ベッド等の本体購入に要する経費とする。 

(２) 補助率（額） 前号に掲げる経費の２分の１以内の額（当該額に1,000円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、125,000円を限度とする。 
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（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、菊川市防災ベ

ッド整備事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第２号） 

(２) 収支予算書（様式第３号） 

(３) 防災ベッド等の設置に係る住宅の所有者又は他の共有者の同意書（様式第４号）

（住宅が居住者の所有でない場合又は共有である場合に限る。） 

(４) 耐震診断結果報告書の写し 

(５) 防災ベッド等の本体購入及び本体組立等設置に要する経費の見積書の写し 

(６) 防災ベッド等の設置計画図面及び仕様書 

(７) 防災ベッド等の設置場所の写真 

(８) 防災ベッド等の設置住宅に居住している世帯全員の住民票の写し 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書は、市長が別に定める日までに１部提出しなければならない。 

（交付の決定の通知） 

第６条 市長は、前条第１項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を菊川市防災ベッド整備事業費補助金交

付決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（交付の条件） 

第７条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、申請者に対し、次に掲げる条件を付する

ものとする。 

(１) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けな

ければならないこと。 

ア 防災ベッド等の設置場所を変更する場合その他補助事業の内容を変更しようとす

る場合 

イ 補助事業に要する額の変更（事業費の額の20パーセント以下の減額を除く。）を

しようとする場合 

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(２) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

(３) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受け

ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供してはならないこと。 

(４) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

(５) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならないこと。 

(６) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの
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帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

（変更の承認申請） 

第８条 第６条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者が前条第１号ア又はイ

に該当する変更をしようとする場合は、菊川市防災ベッド整備事業計画変更承認申請書

（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。第10条の

規定による補助金の追加交付決定の通知を受けた後において、前条第１号ア又はイに該

当する変更をしようとする場合も、同様とする。 

(１) 変更事業計画書（様式第２号） 

(２) 変更収支予算書（様式第３号） 

(３) 内容の変更に係る経費の見積書の写し 

(４) 変更後の防災ベッド等の設置計画図面及び仕様書 

(５) 変更後の防災ベッド等の設置場所の写真 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書は、市長が別に定める日までに１部提出しなければならない。 

（変更承認等の通知） 

第９条 市長は、前条第１項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、その変更を承認し、その旨を菊川市防災ベッド整備事業費補助金事業計

画変更承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（追加交付決定の通知） 

第10条 市長は、前条の規定により補助金所要額の増額に伴う変更の承認をしたときは、

補助金の追加の交付を決定し、その旨を菊川市防災ベッド整備事業費補助金追加交付決

定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（様式第９号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（様式第２号） 

(２) 収支決算書（様式第３号） 

(３) 防災ベッド等の本体購入及び本体組立等設置に要した経費の領収書の写し 

(４) 防災ベッド等の設置後の状況が分かる写真 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付

の決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに１部提出しなければ

ならない。 

（補助金の額の確定の通知） 

第12条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合は、その内容について審査

し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を菊川市防災ベッド整備事業費

補助金交付確定通知書（様式第10号）により通知するものとする。 

（請求の手続） 

第13条 前条の規定による交付確定通知を受領した者が補助金の交付の請求を行おうとす

るときは、請求書（様式第11号）を市長に提出しなければならない。 
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２ 前項の請求書は、交付確定通知を受領した日から起算して10日以内に１部提出しなけ

ればならない。 

（補助金の交付の決定の取消しの通知） 

第14条 市長は、規則第14条第１項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合

は、その旨を菊川市防災ベッド整備事業費補助金交付決定取消通知書（様式第12号）に

より通知するものとする。 

（補助金の返還請求） 

第15条 市長は、規則第15条第１項の規定により、補助金の返還をさせる場合は、菊川市

防災ベッド整備事業費補助金返還請求書（様式第13号）により当該補助金の返還の請求

をするものとする。 

（補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日告示第90号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第２号（第５条、第８条、第11条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第３号（第５条、第８条、第11条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第４号（第５条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第５号（第６条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第６号（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 
様式第７号（第９条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第８号（第10条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第９号（第11条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 
様式第10号（第12条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第11号（第13条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第12号（第14条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 
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様式第13号（第15条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

 


